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(百万円未満切捨て)

１．2021年12月期第３四半期の連結業績（2021年１月１日～2021年９月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年12月期第３四半期 655 ― △351 ― △346 ― △359 ―

2020年12月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―
(注) 包括利益 2021年12月期第３四半期 △357百万円( ―％) 2020年12月期第３四半期 ―百万円( ―％)
　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2021年12月期第３四半期 △115.61 ―

2020年12月期第３四半期 ― ―
　

（注）１．2020年12月期第４四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、2020年12月期第３四半期の
数値及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。
２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損
失であるため、記載しておりません。

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年12月期第３四半期 650 △361 △58.1

2020年12月期 938 △99 △12.4
(参考) 自己資本 2021年12月期第３四半期 △377百万円 2020年12月期 △116百万円
　

　
　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2020年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2021年12月期 ― 0.00 ―

2021年12月期(予想) ― ―
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2021年12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年12月31日）
2021年12月期の業績予想については、現時点で合理的な算定が困難なため業績予想を未定とさせていただきます。
今後の動向を見極めながら、業績予想の算定が可能となった段階で速やかに公表いたします。

　　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　

期中における重要な子会社の異動に関する注記
　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記
　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

会計方針の変更に関する注記
　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年12月期３Ｑ 3,232,500株 2020年12月期 3,051,300株

② 期末自己株式数 2021年12月期３Ｑ ―株 2020年12月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期３Ｑ 3,109,942株 2020年12月期３Ｑ 2,884,066株

　
発行済株式数に関する注記

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
新型コロナウィルス感染症が拡大している現状においては日々状況が変化しており、現時点では業績に与える影響
が未確定な要素が多いことから、2021年12月期業績予想への影響を合理的に見積もることは困難であります。業績
予想の算定が可能となった時点で速やかにお知らせいたします。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

（１）経営成績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、緊急事態宣言の発出や

まん延防止等重点措置が適用され、依然として厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きが続いているものの、そのテン

ポが弱まっております。先行きについては、感染対策を徹底し、ワクチン接種を促進するなかで、各種政策の効果や海

外経済の改善もあって、景気が持ち直していくことが期待されます。

当社の属する小売・サービス業界におきましては、新型コロナウイルス感染症の第４波、第５波と収まらない状況で、

不要不急の外出やイベント等の自粛要請の影響により消費マインドは悪化し、厳しい状況が続いております。また、

2021年１～９月の訪日外国人旅行者数は前年同期比95.2％減少(出典：日本政府観光局(JNTO))しており、インバウンド

消費も冷え込みました。

このような経済環境の下、当社は「日本のカルチャーを世界へ」という経営理念に基づき、「日本を感じるモノを作

る」モノ事業と「日本の良さを体験していただく」コト事業、及び、その他事業、の３つの事業の強化に引き続き取り

組みました。しかし、営業時間短縮や外出自粛のため来店客数が減少し減収を余儀なくされました。当第３四半期連結

累計期間においては出店はなく、退店が３店舗であったため、当第３四半期連結累計期間末の店舗数は合計44店舗(前連

結会計年度末比１店舗増)となりました。一方で、店舗関連費用の削減に取り組み、販売費及び一般管理費は858,122千

円となりました。

その結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高655,958千円、営業損失351,246千円、経常損失は346,527

千円、親会社株主に帰属する四半期純損失は359,535千円となりました。なお、前第４四半期連結会計期間より連結財務

諸表を作成しているため、前年同期との比較は行っておりません。

各セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

(モノ事業)

モノ事業においては、既存の店舗で在庫をメインに営業を進めました。家賃減額交渉も継続して行い、拠点数や人

員は維持したまま集客を強化することにより収益向上を図りましたが減収となりました。当第３四半期連結累計期間

末における店舗数は、〔かんざし屋wargo〕10店舗（前連結会計年度末比±０）、〔The Ichi〕４店舗（同２店舗

減）、〔北斎グラフィック〕11店舗（同１店舗減）、〔箸や万作〕５店舗（同１店舗減）、〔猫まっしぐら〕２店舗

（同１店舗減）、合計32店舗（同５店舗減）となりました。その他、ネット通販、OEMサービス等も行っております。

その結果、モノ事業の売上高は547,930千円、セグメント損失は87,891千円となりました。

(コト事業)

コト事業においては、着物レンタルの需要が回復してきたことから、固定費のかからない契約形態に絞り出店を行

った結果、当第３四半期連結累計期間末における〔きものレンタルwargo〕の店舗数は12店舗(前連結会計年度末比６

店舗増)となりました。

その結果、コト事業の売上高は100,670千円、セグメント損失は43,753千円となりました。

（その他事業）

その他事業においては、静岡県を中心に空き家をリノベーションして賃貸する不動産賃貸業を行っております。ま

た、新規事業として食肉卸事業を開始しました。その結果、その他事業の売上高は7,357千円、セグメント損失は

16,298千円となりました。
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（２）財政状態の分析

(資産)

流動資産は、前連結会計年度末に比べて193,748千円減少し264,156千円となりました。これは主に現金及び預金

が116,147千円減少したことなどによります。固定資産は、前連結会計年度末に比べて93,666千円減少し386,399千

円となりました。これは主に投資その他の資産が99,643千円減少したことなどによります。

その結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて287,590千円減少し650,555千円となりました。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べて36,088千円増加し665,005千円となりました。これは主に預り金が22,629

千円増加したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて61,952千円減少し347,153千円となりま

した。これは主に長期借入金が60,966千円減少したことなどによります。

その結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて25,863千円減少し1,012,158千円となりました。

(純資産)

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて261,727千円減少し△361,602千円となりました。これは利益剰余金が

359,535千円減少したことなどによります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

新型コロナウイルス感染症は、経済及び企業活動に広範な影響を及ぼす事象であり、当社グループの事業活動におい

ても、当社店舗への来店客数の著しい減少など、重要な影響を及ぼしております。現状では新型コロナウイルス感染拡

大の収束が見えず、その影響を見通すことは極めて困難であります。2021年12月期業績予想を合理的に見積もることは

困難であるため、合理的な業績見通しの算定が可能になった時点で速やかに開示いたします。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 224,425 108,278

売掛金 65,774 60,790

商品 40,498 18,818

前渡金 47,130 48,513

その他 80,075 27,754

流動資産合計 457,904 264,156

固定資産

有形固定資産

建物 74,825 80,170

土地 58,924 69,396

その他 34,635 17,481

有形固定資産合計 168,385 167,048

無形固定資産

ソフトウエア 17,884 25,285

その他 673 586

無形固定資産合計 18,557 25,871

投資その他の資産

投資有価証券 28,606 2,989

関係会社株式 32,681 19,576

敷金 184,365 141,691

長期貸付金 17,281 -

その他 30,188 29,221

投資その他の資産合計 293,122 193,479

固定資産合計 480,065 386,399

繰延資産 176 -

資産合計 938,146 650,555

負債の部

流動負債

買掛金 15,756 12,701

短期借入金 97,200 83,200

1年内返済予定の長期借入金 165,892 161,210

未払金 193,070 199,015

未払法人税等 16,517 32,993

預り金 73,101 95,730

賞与引当金 2,539 1,525

その他 64,838 78,628

流動負債合計 628,916 665,005

固定負債

長期借入金 407,168 346,202

その他 1,937 951

固定負債合計 409,105 347,153

負債合計 1,038,021 1,012,158
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 506,533 553,656

資本剰余金 511,881 559,004

利益剰余金 △1,130,866 △1,490,401

株主資本合計 △112,451 △377,741

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △4,282 △189

その他の包括利益累計額合計 △4,282 △189

新株予約権 131 1,371

非支配株主持分 16,726 14,955

純資産合計 △99,875 △361,602

負債純資産合計 938,146 650,555
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

（第３四半期連結累計期間）

(単位：千円)
当第３四半期連結累計期間

(自 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

売上高 655,958

売上原価 149,083

売上総利益 506,875

販売費及び一般管理費 858,122

営業損失（△） △351,246

営業外収益

受取利息 133

受取手数料 4,500

資産除去債務戻入益 15,444

その他 526

営業外収益合計 20,604

営業外費用

支払利息 2,178

為替差損 359

持分法による投資損失 13,104

その他 242

営業外費用合計 15,884

経常損失（△） △346,527

特別利益

助成金収入 11,269

投資有価証券売却益 2,371

特別利益合計 13,640

特別損失

減損損失 5,137

損害賠償金 2,400

固定資産除却損 7,281

特別損失合計 14,819

税金等調整前四半期純損失（△） △347,705

法人税、住民税及び事業税 14,310

法人税等調整額 △710

法人税等合計 13,600

四半期純損失（△） △361,305

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △359,535

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △1,770

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 4,092

その他の包括利益合計 4,092

四半期包括利益 △357,213

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △355,442

非支配株主に係る四半期包括利益 △1,770
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

当社グループは、販売体制の再構築や事業コストの適正化に努めてまいりましたが、前連結会計年度に引き続き、当

第３四半期連結累計期間においても、売上高655,958千円、営業損失351,246千円、経常損失346,527千円、親会社株主に

帰属する四半期純損失359,535千円となり、2021年９月30日時点の四半期連結貸借対照表上361,602千円の債務超過とな

っております。

当第３四半期連結累計期間においては、新型コロナウイルス感染拡大の影響によって訪日客が減少するとともに、店

舗の営業時間短縮を実施しました。この結果、外出自粛等も影響して当社店舗への来店客数が大きく減少したため、売

上高が著しく減少しました。度重なる緊急事態宣言の発出により、新型コロナウイルス感染拡大の収束には一定期間を

要すると考えており、今後の需要回復に時間を要する可能性が高いことから、現状、資金繰りに懸念が生じておりま

す。これらにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる事象または状況が存在しております。

当社グループは、当該状況の解消のために、下記のような改善施策の実行により、収益力及び財務体質の改善を図っ

てまいります。

１．安定的な利益確保

（1）店舗展開の見直し

2020年春以降、不採算店舗の退店と人員削減によるコスト削減を実施しております。今後も店舗の採算に応じて

店舗撤退の要否を判断いたしますが、一方で、利益貢献が見込める店舗の積極的な出店を行うことで営業利益の

向上を図ってまいります。

（2）事業のIT化

モノ事業における店舗展開以外に、ECサイトにおける販売、OEMサービス、宅配着物レンタルサービス等の強化に

より、収益の確保を図ってまいります。

２．財務状況の安定化

財務状況の安定化を図るために、取引金融機関の支援も得ながら以下の通りエクイティファイナンスを実行いたし

ました。

当社は2021年５月20日開催の取締役会において、当社代表取締役である森智宏、株式会社ローカル及び柴田裕亮氏

を割当先とする第三者割当による新株式の発行並びにEVO FUNDを割当先とする第10回新株予約権の発行を決議し、同

年６月７日に合計71,346千円の払込が完了しております。また、2021年７月１日から2021年９月30日まで新株予約権

の行使により、24,140千円の資金調達を行っております。今後も財務体質の改善をより確実なものとするために、引

続きエクイティファイナンスも検討することで、将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を図ってまいります。

しかしながら、これら対応策の実現可能性は新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期が不透明であり、

売上高等に及ぼす影響の程度や期間を予測することが困難であるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確

実性が認められます。なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要

な不確実性の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当第３四半期連結累計期間において、2021年6月7日発行の第10回新株予約権の権利行使により、資本金及び資本準備

金がそれぞれ12,070千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が553,656千円、資本剰余金が559,004千

円となっております。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
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(追加情報)

(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）に記

載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　当第３四半期連結累計期間(自 2021年１月１日　至 2021年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注２)モノ事業 コト事業 その他事業 計

売上高

外部顧客への売上高 547,930 100,670 7,357 655,958 ― 655,958

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― 2,070 2,070 △2,070 ―

計 547,930 100,670 9,427 658,028 △2,070 655,958

セグメント損失(△) △87,891 △43,753 △16,298 △147,943 △203,303 △351,246

(注) １．調整額△203,303千円は、本社管理費であります。

２．セグメント損失(△)は四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　 当第３四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年９月30日)

　 （単位：千円）

モノ事業 コト事業 その他事業 計 全社・消去
連結財務諸表

計上額

減損損失 ― ― ― ― 5,137 5,137

(重要な後発事象)

（第三者割当による新株予約権の権利行使）

当社が発行した第三者割当による第10回新株予約権（行使価額修正条項付）について、当第３四半期連結会計期間末

後、この四半期報告書提出日までに一部の権利行使が行われております。その概要は以下のとおりです。なお、当該新

株予約権の権利行使の概要には、2021年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使は含まれて

おりません。

①新株予約権の行使個数 40,000個

②資本金の増加額 9,952千円

③資本準備金の増加額 9,952千円

④増加した株の種類及び株数 普通株式 40,000株

（募集新株予約権（業績連動型有償ストックオプション）の発行）

当社は2021年10月１日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締

役、従業員に対し、下記のとおり株式会社和心第11回新株予約権（以下、「本新株予約権」という。）を発行すること

を下記のとおり決議いたしました。

Ⅰ．新株予約権の募集の目的及び理由

中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメン

トをさらに高めることを目的として、当社の取締役、従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものでありま

す。

Ⅱ．株式会社和心第11回新株予約権発行要項
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１．新株予約権の総数

100,000個

なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式100,000株と

し、下記３.(1)により本新株予約権に係る付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数

を乗じた数とする。

２．新株予約権と引換えに払い込む金銭

本新株予約権１個当たりの発行価額は0.23円とする。

当社は、本新株予約権の発行要項に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価格の算定を第三者算定機関で

ある茄子評価株式会社（住所：東京都港区麻布十番一丁目２番７号ラフィネ麻布十番701号）に依頼した。

当該算定機関は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議の前取引日の株式会社東京証券取引所（以下、「東京

証券取引所」という。）における当社終値568円/株、株価変動率76.85％（年率）、配当利率0.00％（年率）、安全

資産利子率-0.080％（年率）や本新株予約権の発行要項に定められた条件(行使価額568円/株、満期までの期間6.26

年、行使の条件)に基づいて、一般的な価格算定モデルである汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計

算手法を用いて、本新株予約権の算定を実施した。

本新株予約権の発行価額の決定に当たっては、当該算定機関が算定に影響を及ぼす可能性のある事象を前提とし

て考慮し、本新株予約権の価格の算定を一般的に用いられている算定手法を用いて行っていることから、当該算定

機関の算定結果を参考に、当社においても検討した結果、本件払込金額と本件算定価額は同額であり、特に有利な

金額には該当しないと判断したことから決定したものである。

３．新株予約権の内容

(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

本新株予約権１個当たりの目的となる株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普通株式1株とす

る。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下、

同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約

権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じ

る１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割（又は併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合

に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数を適切に調整するものとする 。

(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」とい

う。）に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、金568円（本新株予約権の発行決議日の前日（取引が成立していない日を除く）における＜東京

証券取引所マザーズ市場＞における当社株式普通取引の終値）とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整

し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割（又は併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処

分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転

の場合を除く。）、 次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
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既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×

１株当たり

払込金額

調整後

行使価額
＝

調整前

行使価額
×

新規発行前の１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る

自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」

を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他こ

れらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行

うことができるものとする。

(3) 新株予約権の行使期間

本新株予約権を行使することができる期間（以下、「行使期間」という。）は、2022年１月１日から2027年12

月31日（但し、2027年12月31日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日）までとする。

ただし、新株予約権者は割当を受けた本新株予約権のうち、次の各号に掲げる期間において、当該各号に掲げ

る割合を限度として、本新株予約権を行使することができるものとする。

① 「(6)新株予約権の行使の条件」を満たし、権利行使可能となった日から1年間

割当を受けた本新株予約権の50％

② ①に定める期間の終了から本新株予約権の行使期間満了日まで

割当を受けた本新株予約権の100％

(4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等

増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

(6) 新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、2022年12月期から2025年12月期までのいずれかの事業年度において、監査済みの当社

損益計算書の売上高の額が2,000百万円を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予

約権を行使することができる。なお、売上高の額の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された

損益計算書における売上高を参照するものとする。国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概

念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社（財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。）の取締役または使用人であること

を要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではな

い。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することと

なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権の１個未満の行使を行うことはできない。

４．新株予約権の割当日

2021年10月17日

５．新株予約権の取得に関する事項
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(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は

当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を要し

ない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新

株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記３.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場

合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

６．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上

を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に

対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会

社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再

編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換

契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、上記３.(1)に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記

３.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記６.(3)に従って決定される当該新株予

約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記３.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記３.(3)に定

める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記３.(4)に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記３.(6)に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

上記５に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

７．新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項

　 当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。

８．申込期日

　 2021年10月16日

９. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日

2021年10月16日

10．新株予約権の割当てを受ける者及び数

当社取締役 ３名 95,000個

当社従業員 １名 5,000個
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　11．割当予定先の選定理由

（１） 割当予定先の概要

１．当社取締役、当社従業員

（１） 氏名 当社取締役３名、当社従業員１名

（２） 住所 －（注１）

（３） 職務の内容 当社役職員

（４）
上場会社と

当該個人の関係

当社取締役２名は当社普通株式1,022,700株を保有しております。

当社従業員は当社普通株式を保有しておりません。（注２）

（注1）本新株予約権は、当社の中長期的な企業価値の向上を目指すに当たって、当社の結束力や当社との一体感

を強めるとともに、当社への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、有償にて発行するもので

あるため、個別の氏名・住所の記載を省略しております。

（注２）2021年６月30日現在の株主名簿に基づき、個人の有する株式数を記載しております。

（２） 割当予定先の選定理由

　 １．当社取締役、当社従業員

　 本新株予約権は中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲及び士気を向上させ、

業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、当社の取締役、従業員に対して、有償にて新

株予約権を発行するものであります。

　 また、本新株予約権発行の一部につきまして支配株主である当社の取締役森智宏が割当を受けるため、支配

株主との取引等に該当いたします。しかしながら森智宏は当社の事業モデル創出や経営方針及び経営戦略にお

いて中心的な役割を果たしており、本新株予約権の行使条件として定めている業績目標（2022年12月期から

2025年12月期までのいずれかの事業年度における売上高の額2,000百万円以上）の達成に欠かせない存在でご

ざいます。後述記載がある「Ⅲ．支配株主との取引等に関する事項」に配慮をしながらも、業績拡大に向けて

より強固なコミットメントを担保するため本新株予約権の割当を検討したものであります。

Ⅲ．支配株主との取引等に関する事項

本新株予約権の発行は、その一部につきまして、支配株主である当社の取締役森智宏が割当てを受けるため、支配

株主との取引等に該当いたします。

１．公正性を担保する措置および利益相反回避措置

当社取締役会における本新株予約権の内容および条件の決定にあたっては、支配株主である当社の取締役森智宏

は、利益相反回避の観点から、審議および決議に参加して おりません。

また、発行価額等は、第三者評価機関である茄子評価株式会社の価格算定の結果を勘案して決定しており、その

他新株予約権の内容および条件等についても、上記「Ⅱ．新株予約権の発行要項」に記載のとおり、一般的な新株

予約権の内容および条件から逸脱するものではなく適正なものであります。

２．少数株主にとって不利益なものでないことに関する意見

支配株主と利害関係のない独立役員である社外取締役（監査等委員）深井未来生より、以下の事由により公正性

を担保する措置および利益相反回避措置が採られていることから、少数株主にとって不利益なものでないことにつ

いての意見書を本日付で得ております。

・取締役森智宏は当社の事業モデル創出や経営方針及び経営戦略において中心的な役割を果たしており、当社企業

価値の更なる増大に欠かせない人物であることは明らかであること

・本新株予約権の発行価額の決定方法は第三者機関により算定されていること

・本新株予約権の内容に指摘すべき事項は認められないこと

・本新株予約権の発行の手続きについては、取締役森智宏は取締役会決議に参加しないなど当社と支配株主等との

間の利益相反を回避する措置が適切にとられているといえること

・本新株予約権は直近の業績（売上高1,288百万円）に比して相当程度高い業績目標（2022年12月期から2025年12

月期までのいずれかの事業年度における売上高の額2,000百万円以上）の達成を行使条件と定めており、本業績
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目標の達成は当社の企業価値向上に資するとともに、結果として少数株主を含めた全株主の利益の拡大につなが

るものであること

３．コーポレート・ガバナンス報告書との適合状況

当社が2021年３月31日に開示しているコーポレート・ガバナンス報告書で示している「支配株主との取引等を行

う際における少数株主の保護の方策に関する指針」は、以下のとおりであり、本新株予約権の発行は、この方針に

則って決定しております。

「当社と支配株主との取引につきましては、取締役会の承認事項とし、取引理由、取引の必然性、取引条件等に

基づき法令や社内規則等を踏まえて十分に検討した上で、取引の可否を決議することとしております。また、取引

を行う際には、特別な関係を有さない第三者との取引と同様の条件であることを前提とし、コーポレート・ガバナ

ンス体制を十分に機能させ、適切な事業運営に努めます。」
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３．その他

(継続企業の前提に関する重要事象等)

当社グループは、販売体制の再構築や事業コストの適正化に努めてまいりましたが、前連結会計年度に引き続き、当

第２四半期連結累計期間においても、売上高655,958千円、営業損失351,246千円、経常損失346,527千円、親会社株主に

帰属する四半期純損失359,535千円となり、2021年９月30日時点の連結貸借対照表上361,602千円の債務超過となってお

ります。

当第３四半期連結累計期間においては、新型コロナウイルス感染拡大の影響によって訪日客が減少するとともに、店

舗の営業時間短縮を実施しました。この結果、外出自粛等も影響して当社店舗への来店客数が大きく減少したため、売

上高が著しく減少しました。度重なる緊急事態宣言の発出により、新型コロナウイルス感染拡大の収束には一定期間を

要すると考えており、今後の需要回復に時間を要する可能性が高いことから、現状、資金繰りに懸念が生じておりま

す。これらにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる事象または状況が存在しております。

当社グループは、当該状況の解消のために、下記のような改善施策の実行により、収益力及び財務体質の改善を図っ

てまいります。

１．安定的な利益確保

（1）店舗展開の見直し

2020年春以降、不採算店舗の退店と人員削減によるコスト削減を実施しております。今後も店舗の採算に応じて

店舗撤退の要否を判断いたしますが、一方で、利益貢献が見込める店舗の積極的な出店を行うことで営業利益の

向上を図ってまいります。

（2）事業のIT化

モノ事業における店舗展開以外に、ECサイトにおける販売、OEMサービス、宅配着物レンタルサービス等の強化に

より、収益の確保を図ってまいります。

２．財務状況の安定化

財務状況の安定化を図るために、取引金融機関の支援も得ながら以下の通りエクイティファイナンスを実行いたし

ました。

当社は2021年５月20日開催の取締役会において、当社代表取締役である森智宏、株式会社ローカル及び柴田裕亮氏

を割当先とする第三者割当による新株式の発行並びにEVO FUNDを割当先とする第10回新株予約権の発行を決議し、同

年６月７日に合計71,346千円の払込が完了しております。また、2021年７月１日から2021年９月30日まで新株予約権

の行使により、24,140千円の資金調達を行っております。今後も財務体質の改善をより確実なものとするために、引

続きエクイティファイナンスも検討することで、将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を図ってまいります。

しかしながら、これら対応策の実現可能性は新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期が不透明であり、

売上高等に及ぼす影響の程度や期間を予測することが困難であるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確

実性が認められます。なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要

な不確実性の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。

　


